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日 時 令和６年５月３０日（木）午後４時３０分
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第２回 教育委員会議事日程

１ 日 時 令和６年５月３０日（木）午後４時３０分

２ 場 所 登別市民会館 小会議室

３ 議案

報告第２号 教職員人事の内申に係る臨時代理について

議案第１号 登別市タブレット端末等持ち帰り利用規程の制定について

議案第２号 登別市立学校教職員の訓告等に関する規程の制定について

議案第３号 登別市学校給食センター運営委員会委員の委嘱について

議案第４号 登別市社会教育委員の委嘱について

議案第５号 登別市スポーツ推進委員の委嘱について

議案第６号 登別市立図書館協議会委員の任命について

４ 情報提供

（１）スマートフォン等についてのアンケート調査分析

（２）令和５年度登別市いじめ不登校等の状況について

（３）令和５年度巡回パトロール活動及び街頭指導等の状況について

（４）令和５年度不審者等出没状況について

５ 出席者

（教育委員会３名）

教育長 安宅 錦也 委 員 赤井 秀輝

委 員 堅田 裕

（事務局１３名）

教育部長 舘下 貴子 教育部参与 菅田 浩之

教育部次長 西川原 邦彦 総務グループ総括主幹 古村 健

総務グループ建築主幹 南雲 宏明 学校教育グループ総括主幹 林倉 邦明

学務主幹 秋葉 洋範 学校給食センター長 松田 大輔
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社会教育グループ総括主幹 大越 智輝 地域クラブ活動推進主幹 相澤 恭介

文化・文化財主幹 菅野 修広 図書館長 鈴木 貴寛

総務グループ 山中 慧崇

安宅教育長：ただいまの出席委員は３名であります。定足数に達しておりますので、

これより令和６年度第２回教育委員会を開会いたします。本日の議事については、

報告１件、議案６件、情報提供４件となってなっております。となっております。

最初に、報告第２号「教職員人事の内申に係る臨時代理について」を議題としま

す。

報告第２号については、報告内容に個人情報が含まれますので、「地方教育行政

の組織及び運営に関する法律第 14 条第 7 項のただし書き」により非公開とすること

を発議しますが、ご異議ございませんでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

安宅教育長：異議無いものと認めます。報告第２号については非公開とすることに決

定されました。関係者以外、傍聴者も含めて退室と会場の閉鎖をお願いします。

〔関係者以外退室、会場閉鎖〕

〔会場開鎖〕

安宅教育長：次に、議案第１号「登別市タブレット端末等持ち帰り利用規程の制定に

ついて」を議題とします。事務局からの説明をお願いします。

林倉学校教育グループ総括主幹：議案第１号、「登別市タブレット端末等持ち帰り利

用規程の制定について」ご説明いたします。

資料の、３ページをお開きください。

タブレット端末については、国のＧＩＧＡスクール構想を受け、令和３年度から

児童生徒に１人１台のタブレット端末を導入し、長期休業中や災害等による臨時休

業中に、オンライン家庭学習に対応できるよう環境整備を行っているところです。

平常時から端末を持ち帰ることで、端末の活用機会を拡充するとともに、宿題や

授業の予習・復習といった児童生徒の基礎学力の定着・向上が図られることから、

端末を自宅で利用する際に必要な事項を定めるため、規程を制定するものでありま

す。
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なお、この規程は、令和６年６月１日からの施行を予定しております。

以上、ご審議の程よろしくお願いいたします。

安宅教育長：ただ今、議案第１号について説明がありました。ご質疑等はございませ

んか。

（「ありません」の声あり。）

安宅教育長：これをもって質疑を終わります。この件について、原案のとおり決する

ことにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

安宅教育長：異議ないものと認めます。したがって、議案第１号については、原案の

とおり決しました。

次に、議案第２号「登別市立学校教職員の訓告等に関する規程の制定について」

を議題とします。事務局からの説明をお願いします。

林倉学校教育グループ総括主幹：議案第２号、「登別市立学校教職員の訓告等に関す

る規程の制定について」につきまして、ご説明いたします。

資料の８ページをご覧ください。

市町村立学校に勤務する教職員については、法令違反や服務義務違反などの非違

行為があった場合、地方公務員法第２９条の規定に基づき、北海道教育委員会が

「懲戒処分の指針」に照らし、戒告、減給、停職、免職のいずれかの懲戒処分を行

っているところです。

この指針に示す懲戒処分を行うまでには至らないような非違行為があり、かつ対

象となる教職員に対してその責任を自覚させ、今後の職務履行の改善向上を図る必

要があると認められる場合については、市町村教育委員会が服務の監督上の措置と

して訓告や厳重注意等を行うことになりますが、明確な法的根拠がないことから、

市教育委員会において規程を制定するものであります。

なお、この規程については、公布の日からの施行を予定しております。

以上ご審議のほどよろしくお願いします。

安宅教育長：ただ今、議案第２号について説明がありました。ご質疑等はございませ

んか。
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赤井委員：これについては今まで指針がなかったということでしょうか。

林倉学校教育グループ総括主幹：ご認識のとおりです。

赤井委員：わかりました。

安宅教育長：これをもって質疑を終わります。この件について、原案のとおり決する

ことにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

安宅教育長：異議ないものと認めます。したがって、議案第２号については、原案の

とおり決しました。

次に、議案第３号「登別市学校給食センター運営委員会委員の委嘱について」を

議題とします。事務局からの説明をお願いします。

松田給食センター長：議案第３号は、「登別市学校給食センター運営委員会委員の委

嘱について」であります。

登別市学校給食センター運営委員会は、登別市学校給食センター条例第５条第２

項の規定により設置しており、教育関係者や学識経験者を有する各団体からの推薦

を受けた１０名の委員で構成されております。

この度、構成団体である登別市校長会から、

柴田 政人 氏の後任として松田 周一 氏

横山 康彦 氏の後任として毛利 憲二 氏

の推薦がありましたので、後任委員として委嘱したく、教育委員会の議決を求め

るものです。

なお、委嘱期間は前任の残任期間の令和６年１１月３０日までとなっております。

また、１４ページには新旧対照表と関係法令を掲載しております。

以上、ご審議のほど、よろしくお願いします。

安宅教育長：ただ今、議案第３号について説明がありました。ご質疑等はございませ

んか。

（「ありません」の声あり。）
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安宅教育長：これをもって質疑を終わります。この件について、原案のとおり決する

ことにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

安宅教育長：異議ないものと認めます。したがって、議案第３号については、原案の

とおり決しました。

次に、議案第４号「登別市社会教育委員の委嘱について」を議題とします。事務

局からの説明をお願いします。

大越社会教育グループ総括主幹：議案第４号「登別市社会教育委員の委嘱について」

ご説明いたします。資料１５ページをお開きください。

登別市社会教育委員につきまして、令和６年５月３１日をもって任期満了となる

ため、登別市社会教育委員に関する条例に基づき、１２名の委員の委嘱を行うもの

であります。１２名の委員のうち、９名が再任、３名が新任となります。

なお、委員は関係団体からの推薦によるもののほか、市内でさまざまな活動を行

っている団体から候補となる方の情報をいただくなどしながら、ご本人の意向を確

認のうえ選出しております。

任期につきましては、令和６年６月１日から令和８年５月３１日までの２年間で

あります。

詳細につきましては、資料１６ページの議案第４号資料のとおりとなっておりま

す。

説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

安宅教育長：ただ今、議案第４号について説明がありました。ご質疑等はございませ

んか。

（「ありません」の声あり。）

安宅教育長：これをもって質疑を終わります。この件について、原案のとおり決する

ことにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

安宅教育長：異議ないものと認めます。したがって、議案第４号については、原案の

とおり決しました。
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次に、議案第５号「登別市スポーツ推進委員の委嘱について」を議題とします。

事務局からの説明をお願いします。相澤推進主幹お願いします。

相澤地域クラブ活動推進主幹：議案第５号「登別市スポーツ推進委員の委嘱について」

ご説明いたします。

資料１７・１８ページをご覧ください。

登別市スポーツ推進委員につきまして、１５名のうち７名が任期満了となること

から、スポーツ基本法及び登別市スポーツ推進委員会設置条例の規定により７名の

委員の委嘱を行うため教育委員会の議決を求めるものであります。

なお、７名のうち５名が再任、２名が新任となっており、新任となる「杉本 泰

伸（やすのぶ）」氏と「山田 奈積（なつみ）」氏は、両名とも、登別市スポーツ

協会から推薦された方となります。

任期は、令和６年６月１日から令和８年５月３１日までの２年間となります。

詳細は資料のとおりです。

以上、ご審議のほどよろしくお願いします。

安宅教育長：ただ今、議案第５号について説明がありました。ご質疑等はございませ

んか。

（「ありません」の声あり。）

安宅教育長：これをもって質疑を終わります。この件について、原案のとおり決する

ことにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

安宅教育長：異議ないものと認めます。したがって、議案第５号については、原案の

とおり決しました。

次に、議案第６号「登別市立図書館協議会委員の任命について」を議題とします。

事務局からの説明をお願いします。館長お願いします。

鈴木図書館長：議案第６号 登別市立図書館協議会委員の任命について ご説明申し

上げます。

お手元の議案書１９ページをご覧ください。
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現任委員の任期が令和６年５月３１日をもって満了することから、図書館法および

登別市立図書館条例の規定により議案書記載の５名を委員として任命したく、承認

を求めるものであります。

５名のうち再任は３名です。登別市校長会から推薦を頂いた 松田 周一 氏と、

青葉小学校で図書ボランティアとして活動されている及川 奈緒 氏の２名を新任

委員として選出しています。

なお、任期は令和８年５月３１日までの２年間です。

また、任命にあたっての根拠法令等の関係条文は議案書２０ページに記載してお

りますとおりです。

以上でございます。ご審議宜しくお願い致します。

安宅教育長：ただ今、議案第６号について説明がありました。ご質疑等はございませ

んか。

（「ありません」の声あり。）

安宅教育長：これをもって質疑を終わります。この件について、原案のとおり決する

ことにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

安宅教育長：異議ないものと認めます。したがって、議案第６号については、原案の

とおり決しました。

以上で本日の議事については全て終了となります。次に事務局の方から情報提供

をお願いします。

（１）から（４）まで順にお願いします。だは参与お願いします。

菅田参与：スマートフォン等についてのアンケート調査分析について情報提供いたし

ます。対象につきましては、小学校４年生以上の市内小中学校の児童生徒です。

資料の１ページをご覧ください。「スマートフォン所持率」は、集団の推移、３

年間の比較、ともに年々増加していることが明らかです。小４で３５％、小６で５

５％、中１で８０％、中３で９０％を超える勢いです。スマートフォン所持率の低

年齢化が進んでいます。また、ＳＮＳの利用が年々増加する傾向にあります。よく

使用するＳＮＳは LINE（ライン）や YouTube（ユーチューブ）が挙げられます。正

しい利用方法や危険性について、学校・家庭で早い段階で指導し、指導を継続して

いく必要性を強く感じます。
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２ページ「使用状況」をご覧ください。平日の使用時間は、２時間以上が小４で

３割、小５・小６で４割、中１・中２で５割を超え、中３で７割に迫る勢いです。

休日の使用時間は、平日と比べて、２時間以上がどの学年でも１０パーセント以上

増加しています。また、中学校に進学すると遅い時間まで使用している生徒が急増

することから、中学校入学時、使用についての指導や生活のリズムを整えることを

徹底する必要があります。

３ページ「使用時刻」をご覧ください。小中学生ともに、学年が上がるにつれて、

遅くまで使用する傾向にあります。小学生は１０時以降の使用、中学生は１２時以

降まで使用する生徒が増加しており、中３で１２時以降の使用が２０％に迫るほど

です。就寝時刻や生活リズムが学業や健康に及ぼす影響などを考慮し、粘り強く指

導を継続する必要があります。

４ページ「家庭のルール」、「フィルタリング設定」をご覧ください。学年が上

がるにつれて、ルールがない家庭が多くなり、ルールが緩くなったり、形骸化して

いる状況が見られます。また、フィルタリング設定に対する意識の低さも顕著に見

られる現状です。引き続き、家庭への指導・啓発を早い段階から行う必要がありま

す。

５ページ「及ぼす影響」も同様の傾向です。学年が上がるにつれて、トラブルあ

り、勉強がおろそか、生活リズムの崩れ、全て増加する傾向にあります。家庭のル

ールがないことから、夜遅くまで使用することもでき、それによって生活リズムも

崩れ、勉強がおろそかになる。これらは全て連動していると言えます。また、今回

は、ＳＮＳでつながった人との関わりについての実態を調査しました。ＳＮＳで知

り合った人と「ゲームをする」「連絡を取り合う」「直接会う」ことへの危機感や

抵抗感は学年が上がるにつれて薄れている傾向があり、非常に心配です。現状の数

値は高くないものの、危険性が潜んでいることを認識し、些細なトラブルが大きな

問題や事故等につながらないよう、学校・家庭で指導を継続していく必要がありま

す。

学校では、児童生徒に対して、精一杯、考えられる限りの指導をしています。室

蘭警察署や各携帯電話会社、ＮＰＯ法人の講師を招くなどして、情報モラル教育に

関する授業や講演を行っています。引き続き、児童生徒への指導を徹底することは

もちろんですが、それ以上に家庭への啓発が大きな課題です。

子どもたちが育っている環境は、常に身近にスマートフォン等があり、インター

ネットを使ったＳＮＳの利用、動画視聴、友人とのコミュニケーション、ゲームや

情報検索などが保護者を通さず、自由にできる環境です。今後も情報化社会、デジ

タル化は加速度的に進みます。子どもたちを危険から守るためにも、子どもたちに

メリット・デメリットを十分理解させ、学校と家庭の連携のもと、情報モラルやメ
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ディア・リテラシー教育として、発達段階に応じて、自ら考え、問題を解決してい

く力、判断力、危険回避の力を育てていく必要があると考えます。

以上で、情報提供を終わります。

安宅教育長：（１）について説明ありましたけれども、非常に大きな問題で今取り組

みについてお話ありました。よろしいですか。

堅田委員：前にも言いましたが、危険性で言うと最近やはり薬物と闇バイトについて

は、必ずスマホが関わっているので、出来ればその辺も併せて、特に中学生ぐらい

になってくると、引っかかるという言い方は悪いですが、関わってくる可能性はあ

るのではと思うので、そこも含めて指導して頂けたらありがたいなと思います。よ

ろしくお願いします。

安宅教育長：という事でよろしくお願いします。他にありますか。では（２）秋葉学

務主幹お願いします。

秋葉学務主幹：令和５年度登別市いじめ不登校の状況について情報提供いたします。

情報提供資料の６ページをご覧ください。

はじめに、表１「じめの認知件数」をご覧ください。

令和５年度のいじめ認知件数は、小学校５９４件、中学校８１件、合計６７５件

でした。この中で、重大事案はありませんでした。

また、令和５年度の終わり頃、嫌な思いをしている児童生徒が合計７名おりまし

た。いじめの解消は、９０日間継続して嫌な思いをしていないことが条件となって

おりますので、今年度も引き続き、経過観察をしております。

ちなみに括弧内は、令和４年度の数値ですが、令和４年度より認知件数が大幅に

増えております。これは、児童生徒が対人関係で嫌な思いをしたら全ていじめと認

知するという、いじめの定義の理解が広まったことによるものです。

続きまして、表２「不登校出現数」をご覧ください。

令和５年度の不登校出現数ですが、小学生が９名、中学生は３９名、合計４８名

でした。このうち、小学生１名、中学生２名が不登校を解消し登校できるようにな

りました。

続きまして、表３「不登校出現率」をご覧ください。

令和５年度の不登校児童生徒の出現率は小学生が０．４９％、中学生が４．３

９％でした。

令和５年度の北海道及び全国における不登校出現率はまだ公表されていませんの

で空欄としております。
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続きましては、表４不登校児童生徒や学校に馴染めない児童生徒が通っている

「適応指導教室『鬼っ子広場』と健千窯の利用状況」をご覧ください。

令和５年度は、小学校は、鬼っ子広場の利用者がいませんでした。健千窯の利用

は６名でした。中学校は、鬼っ子広場の利用者が５名、健千窯の利用者が１１名、

計２２名でした。

続きまして、表５「教育相談件数」をご覧ください。

令和５年度の教育相談ですが、「いじめ・嫌がらせ」に関する相談が４件、「学

校・教師への不満」に関する相談が４件、「問題行動への指導」に関する相談が１

件、「進路・進学」に関する相談が１件、「障がいをもつ子」に関する相談が２件、

「不登校」に関する相談が１０件、合計２２件でした。

以上で終わります。

安宅教育長：今いじめ不登校等についての状況について説明がありました。何かご質

疑等ございますか。よろしいですか。だんだん増えているという部分では、中の対

策も必要になってくるという事です。

ではないようですので、（３）・（４）合わせて大越総括の方からお願いします。

大越社会教育グループ総括主幹：「情報提供（３）令和５年度巡回パトロール活動及

び街頭指導等の状況について」説明させていただきます。別冊資料の７ページをご

覧ください。

青少年センターにおける令和５年度の市内巡回パトロール実施状況についてであ

りますが、通常巡回のほか特別巡回を実施しており、令和５年度は延べ８５６回、

延べ１，３１０人で実施いたしました。

街頭指導の内容につきましては、自転車の乗り方のほか、主に路上でのスケート

ボードやキックスケーターに対する指導などとなっております。

続きまして、「情報提供（４）令和５年度不審者等出没状況について」説明させ

ていただきます。別冊資料の１８ページをご覧ください。

令和５年度、登別市青少年センターに通報があった不審者出没情報は１３件で、

令和４年度から５件の減となっています。

出没情報が多かった地域としては、登別本町が４件、次いで登別東町と若草町が

それぞれ２件となっております。

被害児童生徒で最も多いのは、女子児童が１８人、次に男子児童が１１人となっ

ております。

出没情報の時間帯は１５時台が７件と最も多く、内容は声掛けが６件、盗撮が４

件などとなっております。

そのほかにつきましては、資料でご確認をお願いいたします。
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説明は以上でございます。

安宅教育長：それでは今、巡回パトロール及び街頭指導の状況、不審者等の出没状況

について説明がありましたけれども、何かご質問等ございますか。よろしいですか。

安宅教育長：それでは、ないようですので、すべての案件が終了しましたが、委員の

皆様より、何か情報提供等ございますか。よろしいですか。

（「ありません」の声あり。）

安宅教育長：最後に、６月の定例教育委員会の開催日について予定したいと思います

が、次回の開催日について、事務局の方で考えがあればお願いします。

古村総務グループ総括主幹：定例の教育委員会につきましては、毎月最終木曜日に開

催しているところでありますので、６月については、６月２７日木曜日１６時３０

分からと考えております。

安宅教育長：それでは、事務局より提案のありました６月２７日木曜日１６時３０分

で皆様のご都合はよろしいでしょうか。

（「大丈夫です」との声あり）

安宅教育長：では、決定とさせていただきます。詳細につきましては、また後日事務

局よりお知らせ願います。

以上で本日の会議を閉会いたします。ありがとうございました。


